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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年8月16日(2018.8.16)

【公開番号】特開2017-33102(P2017-33102A)
【公開日】平成29年2月9日(2017.2.9)
【年通号数】公開・登録公報2017-006
【出願番号】特願2015-149812(P2015-149812)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/12     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/38     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/00     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ  29/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    3/12     ３６７　
   Ｂ４１Ｊ   29/38     　　　Ｚ
   Ｇ０６Ｆ    3/12     ３０３　
   Ｇ０６Ｆ    3/12     ３７４　
   Ｈ０４Ｎ    1/00     　　　Ｃ
   Ｂ４１Ｊ   29/00     　　　Ｚ
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３９０　

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月3日(2018.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置であって、
　ユーザ情報を記憶する記憶手段と、
　時間を計時する計時手段と、
　ユーザ情報の保持期間を示す保持期間情報を格納する格納手段と、
　ユーザにより投入されたジョブのデータを保存する保存手段と、
　前記計時手段より取得した現在日時と、前記格納手段に格納されている前記保持期間情
報、及び前記ユーザ情報、及び前記保存手段における前記データの保存状況に応じて、前
記記憶手段に記憶されているユーザ情報を削除するように制御する制御手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記ユーザ情報は、ユーザの識別情報、当該ユーザが最後に前記情報処理装置にログイ
ンした日時、当該ユーザが他の情報処理装置を介して前記情報処理装置を最後に利用した
日時、管理者かどうかを示す情報の、少なくともいくつかを含むことを特徴とする請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記ユーザのユーザ情報が管理者であることを示している場合は、前
記記憶手段に記憶されている前記ユーザ情報を削除しないことを特徴とする請求項１又は
２に記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　前記制御手段は、前記保存状況が、前記ユーザにより投入されたジョブのデータが前記
保存手段に保存されていることを示している場合は、前記記憶手段に記憶されている前記
ユーザ情報を削除しないことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記計時手段より取得した現在日時と、前記ユーザ情報に含まれる前
記ユーザが最後に前記情報処理装置にログインした日時との差が、前記格納手段に格納さ
れている前記保持期間情報を越えていないときは、前記記憶手段に記憶されている前記ユ
ーザ情報を削除しないことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記計時手段より取得した現在日時と、前記ユーザ情報に含まれる前
記ユーザが他の情報処理装置を介して前記情報処理装置を最後に利用した日時との差が、
前記格納手段に格納されている前記保持期間情報を越えていないときは、前記記憶手段に
記憶されている前記ユーザ情報を削除しないことを特徴とする請求項２に記載の情報処理
装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記計時手段より取得した現在日時と、前記ユーザ情報に含まれる前
記ユーザが最後に前記情報処理装置にログインした日時との差が、前記格納手段に格納さ
れている前記保持期間情報を越えていて、前記ユーザにより投入されたジョブのデータが
前記保存手段に保存されていなくて、前記ユーザが管理者でないときに、前記記憶手段に
記憶されているユーザ情報を削除するように制御することを特徴とする請求項２に記載の
情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、更に、前記計時手段より取得した現在日時と、前記ユーザ情報に含ま
れる前記ユーザが他の情報処理装置を介して前記情報処理装置を最後に利用した日時との
差が、前記格納手段に格納されている前記保持期間情報を越えている場合に、前記記憶手
段に記憶されているユーザ情報を削除するように制御することを特徴とする請求項７に記
載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記制御を定期的に実行することを特徴とする請求項１乃至８のいず
れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　情報処理装置であって、
　ユーザの識別情報を記憶する第１の記憶手段と、
　外部装置から印刷データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された印刷データを、前記印刷データの印刷を指示したユー
ザの識別情報に対応付けて記憶する第２の記憶手段と、
　前記情報処理装置へログインしたユーザの指示に基づき、前記第２の記憶手段によって
記憶された、前記ログインしたユーザの識別情報に対応付けられた印刷データを印刷する
印刷手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶されたユーザの識別情報の中から、前記情報処理装置へ一定
期間ログインしていないユーザの識別情報を削除する削除手段とを有し、
　前記削除手段は、前記情報処理装置へ一定期間ログインしていないユーザの識別情報が
、特別な権限を有するユーザであることを示す場合、前記ユーザの識別情報は削除しない
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１１】
　前記削除手段は、ユーザの前記情報処理装置への最終ログイン日時から一定期間ログイ
ンしていないユーザの識別情報を削除することを特徴とする請求項１０に記載の情報処理
装置。
【請求項１２】
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　前記情報処理装置へのユーザのログインは、前記ユーザのアイコンを選択することによ
り行われることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記特別な権限を有するユーザは、前記情報処理装置の管理者であることを特徴とする
請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　情報処理装置であって、
　ユーザの識別情報を記憶する第１の記憶手段と、
　外部装置から印刷データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された印刷データを、前記印刷データの印刷を指示したユー
ザの識別情報に対応付けて記憶する第２の記憶手段と、
　前記情報処理装置へログインしたユーザの指示に基づき、前記第２の記憶手段によって
記憶された、前記ログインしたユーザの識別情報に対応付けられた印刷データを印刷する
印刷手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶されたユーザの識別情報の中から、前記情報処理装置へ一定
期間ログインしていないユーザの識別情報にアクセスできないように制御する制御手段と
を有し、
　前記制御手段は、前記情報処理装置へ一定期間ログインしていないユーザの識別情報が
、特別な権限を有するユーザであることを示す場合、前記ユーザの識別情報以外にアクセ
スできないようにすることを特徴とする情報処理装置。
【請求項１５】
　情報処理装置であって、
　ユーザの識別情報を記憶する第１の記憶手段と、
　外部装置から印刷データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された印刷データを、前記印刷データの印刷を指示したユー
ザの識別情報に対応付けて記憶する第２の記憶手段と、
　前記情報処理装置へログインしたユーザの指示に基づき、前記第２の記憶手段によって
記憶された、前記ログインしたユーザの識別情報に対応付けられた印刷データを印刷する
印刷手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶されたユーザの識別情報の中から、前記情報処理装置へ一定
期間ログインしていないユーザの識別情報を削除する削除手段とを有し、
　前記削除手段は、前記ユーザが前記情報処理装置へ最後にログインしてから一定期間が
経過したときに、前記ユーザの識別情報に対応付けられた印刷データが記憶されている場
合、前記ユーザの識別情報は削除しないことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１６】
　ユーザの識別情報を記憶する記憶手段を有する情報処理装置を制御する制御方法であっ
て、
　外部装置から印刷データを受信する受信工程と、
　前記受信工程で受信された印刷データを、前記印刷データの印刷を指示したユーザの識
別情報に対応付けて記憶する記憶工程と、
　前記情報処理装置へログインしたユーザの指示に基づき、前記記憶工程で記憶された、
前記ログインしたユーザの識別情報に対応付けられた印刷データを印刷する印刷工程と、
　前記記憶手段に記憶されたユーザの識別情報の中から、前記情報処理装置へ一定期間ロ
グインしていないユーザの識別情報を削除する削除工程とを有し、
　前記削除工程は、前記情報処理装置へ一定期間ログインしていないユーザの識別情報が
、特別な権限を有するユーザであることを示す場合、前記ユーザの識別情報は削除しない
ことを特徴とする制御方法。
【請求項１７】
　コンピュータを、請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
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